
保健機能福祉機能

子育て支援機能

■保健・福祉・⼦育て⽀援施設の導⼊機能
保健・福祉・⼦育て⽀援施設（仮称）の導⼊機能と配置⽅針【①導⼊機能（案）】

ウェルネス拠点基本構想において
指針として位置付けられている機
能

どんな天候でも子供を安全に
伸び伸び遊ばせることができる

子どもが学べる

子どもを預けることができる

最新技術や特別な体験ができる

異文化に触れることができる

本施設への移転が想定される機能

保健センター

総合福祉センター

子育て世代包括支援センター

子ども家庭総合支援拠点

市保健福祉部内で検討した機能

■導⼊機能の考え⽅
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●⼦育て⽀援機能
（相談や⽀援など）
●⼦育て交流機能
（談話室、⼦育て広場など）
●託児・⼀時預かり機能

●保健・福祉・⼦育てに関する相談や⾏政サー
ビスをワンストップで受けることができる。

●親⼦や多世代で楽しめる。交流ができる。
●運動や遊びなど何かのついでに気軽に⾏ける。
など

共通機能

・サークル活動など生きがいづくりが

できる

・ボランティア活動や、ボランティア

の支援などを受けることができる

・生活についての支援や相談を受けら

れる。

・健診の待ち時間に遊べる・過ごせる
・育児に関して学べる
・親が子どもを安心して預けられる
・子どもを遊ばせられる
・子育てに関する悩み相談ができる
・子育て世帯の交流ができる
・子育てに役立つ情報を手に入れること

ができる

・相談、総合案内：

保健・福祉・子育てに関する相談を

気軽にできる

・貸室：

保健・福祉・子育てに関する各種団

体の活動や支援などを受けることが

できる

・健康データを計測でき、データに基づ

いた運動や食事メニュー等のサービス

を受けられる。

・健康相談や健康教室、栄養教室などを

気軽に受けることができる

・子どもがいても健診（検診）を受ける

ことができる

・食育・食生活に対する情報を手に入れ

ることができる

●保健・運動機能
（健康相談、健康教室など各種相談・⽀援など）
●健診（検診）機能
（健診、保健指導など）
●⾷育・⾷⽣活改善機能
（栄養教室など）

●地域福祉
（⽀え合い活動・⾒守り活動など）
●⽣活⽀援機能
（各種相談や⽀援など）
●社会参加⽀援機能
（各種団体、サークル活動・ボラン
ティア活動など）

●子育て支援機能
・安心して子どもを預けることがで

きる
・子育てに関する悩み相談ができる
・のびのび遊べる
・子育てに役立つ情報を手に入れる

ことができる

●保健機能
・健康関連の情報を手に入れること

ができる
・健康データの計測やデータに基づ

いた食事や運動プログラムへの参
加ができる

●福祉機能
・親同士や多世代で交流できる
・高齢者や市民が社会参加すること

ができる
・相談支援を受けることができる

機能を集約するメリット

第1回委員会でのご意⾒やアンケート調
査等から導かれるイメージ等※

⼦どもとシニアなど多世代
交流ができる 等

健診や健康教室、栄養教室など
の参加時に⼦どもを預けられる、
遊ばせられる、過ごせる 等

健康データや健康⼿帳情
報などを地域の⾒守りな
どに活⽤できる 等



福祉機能

子育て支援機能

保健機能

■機能配置の考え⽅
保健・福祉・⼦育て⽀援施設（仮称）の導⼊機能と配置⽅針【②導⼊機能の配置⽅針（案）】

保健・福祉・子育て支援施設

●⽣活⽀援分野

●社会参加⽀援分野

●⼦育て⽀援 ●⼦育て交流

●託児

●保健・運動 ●健診（検診）

●⾷育・⾷⽣活改善

共通機能

●相談

●総合案内

●地域活動⽀援

■機能配置イメージ（現時点の想定）

• 先進コア街区の施設配置を踏まえ、他の施設と機能連携をしやすい配置とする。

• 共通機能（総合案内）等が、本施設の入り口部分にあり、利用者が最初に目にする配置とする。

• 保健・福祉・子育て支援の各機能のうち、関係性・つながりが深い機能が近くなるように配置

する。

• 配置が検討される芝生広場側を前面とし、屋内外が連続した使い方ができる配置とし、前面側

に多くの市民が利用する機能を配置し、背面側に市民利用の頻度が低い行政的機能を配置する。

※各機能に対応する諸室を設置するのではなく、１つの場が複数の機能を兼ねる多目的化・共

通化を図る

※参考事例：立川市子ども未来センター

旧市役所の建物を改築し、子育て・教育支援、文化芸

術活動の支援、市民活動支援、にぎわい創出、行政機

能の補完という５つの機能を併せ持つ複合施設。多目

的な利用が可能な会議室があり、前面の芝生広場と連

続した利用ができるようになっている。
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道の駅と連携した利用イメージ

・健診の待ち時間にカフェで休憩する

・子どもを預けて買い物をする

・道の駅の食材を利用した栄養教室やレシピの提供

・健診データに基づいた食事メニューの提供 等温浴施設と連携した利用イメージ

・健康づくり・運動をした後に入浴する 等

運動施設と連携した利用イメージ

・健診データに基づいた運動メ

ニューの提供、実施 等

アウトドア施設と連携した利用イメージ

・親子や多世代で屋外で遊ぶ 等

※

公園・緑地と連携した利用イメージ

・親子や多世代で屋外で遊ぶ

・健康づくりや運動をする 等

本施設と他の施設が連携した
利用イメージ。

アウトドア
施設

運動施設

芝生広場

温浴施設

道の駅



※参考資料：荒尾市⽴地適正化計画（抜粋）

• ⾃然や地形等、⼟地の固有条件に即して⼟地利⽤がなされている。
• 2つの中⼼拠点（荒尾駅周辺、緑ケ丘地区周辺）と⼀定の⼈⼝集積を有す

る⼤規模住宅団地（⼋幡台地区、桜⼭町地区）を中⼼に、市街地が形成
されている。

• 都市機能は中⼼拠点と⼤規模住宅団地及び主要な公共交通軸沿線に、概
ね集積している。

• 現状では緩やかな⼈⼝減少下で、⽐較的コンパクトな都市構造を維持し
ている。



※参考資料：荒尾市の教育・保育施設等⼀覧（出典：幼稚園・保育所・認定こども園等利⽤ガイド）


